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入札

契約締結

※設計業務については令和6年4月～8月を予定

№ 1

主 要 ・ 新 規 事 業 等

事 業 名 等 元気高齢者応援事業（全世代楽習館解体工事設計業務委託料）【新規】

担当グループ 福祉部健康推進グループ

総合計画区分
基本
目標

Ⅳ 心もからだも元気
　 毎日を笑顔で暮らそう

個別
目標

（12）一人ひとりと地域全体の
　　　健康づくりを応援します

予算区分
会計 一般会計 款 03民生費 項 01社会福祉費 目 06高齢者社会参加推進費

事 業 名 03元気高齢者応援事業

アクションプラン 　□該当する　     　■該当しない

事
　
業
　
概
　
要

事業の必要性・
実施の背景

　全世代楽習館は、耐震診断等業務委託の結果、基準値を満たしていないことが判明した。そこ
で、利用者の安全を最優先に考え、令和5年10月7日より一般利用を中止していたが、施設で実
施していた事業の移転先が決定したことや大規模な地震により崩壊の危険性が高い建物であるこ
とから、早急に解体する必要がある。

目　的
（何のために）

　全世代楽習館を解体するための実施設計を行うため。

対　象
（誰・何を対象に）

　全世代楽習館

事業内容
（手段、手法など）

　全世代楽習館解体工事設計業務を事業者に委託する。

目指す成果
（期待される効果）

　全世代楽習館解体工事設計を行うことで、安全に解体工事を実施することができる。

目標設定

目標（何をどのようにする） 達成時期（いつまでに）

　全世代楽習館を解体するための実施設計を行う。 令和６年８月

事業費
積算内容

全世代楽習館解体工事設計業務委託料　4,067千円

令和5年度
事業費（経費）

財源内訳（単位：千円）

国庫支出金

4674,067 千円

地方債 その他 一般財源

1月 2月 3月

3,600

6月 7月 8月

第１四半期 第２四半期

県支出金

第３四半期 第4四半期

事業実施
スケジュール

9月 10月 11月 12月
令和5年度

4月 5月

補正予算書及び説明書該当ページ 29ページ

-4-



 

№ 2

主 要 ・ 新 規 事 業 等

事 業 名 等
保育園管理運営事業、小規模保育事業
（保育所等給食費軽減対策支援補助金）後期分【新規】

担当グループ こども未来部こども育成グループ

総合計画区分
基本
目標

Ⅱ みんなで学び・高め合い
　 高浜の未来を育もう

個別
目標

（５）多様な主体が
　　　子育ち・子育てを支えます

予算区分
会計 一般会計 款 03民生費 項 02児童福祉費 目 02保育サービス費

事 業 名

アクションプラン 　□該当する　     　■該当しない

３保育園管理運営事業　４小規模保育事業

事
　
業
　
概
　
要

事業の必要性・実
施の背景

　物価高騰に直面する事業者（保育所等）の負担軽減を図るため、給食に係る経費の一部を市と
県が補助するもの。

目　的
（何のために）

　物価高騰に直面する事業者（保育所等）の給食に係る経費負担を軽減するため。

対　象
（誰・何を対象に）

　民間が運営する保育所・認定こども園・小規模保育事業所

事業内容
（手段、手法など）

　対象施設（市内民間保育所・民間認定こども園・民間小規模保育事業所）に対し、保育所等の
給食に係る経費の一部（１食１００円）を市（1/3）と県（2/3）が補助する。

地方債

目指す成果
（期待される効果）

　民間保育所等の給食経費の負担が軽減されることで、保育所等は保護者負担を値上げすること
なく、給食を安定して提供することができる。

目標設定

目標（何をどのようにする） 達成時期（いつまでに）

　物価高騰に直面する事業者（保育所等）の給食に係る経費負担を軽減す
る。

令和６年３月

県支出金

事業費
積算内容

・補助単価：児童1人あたり1食　10０円
・補助総額：１９，２１０千円
・対象期間：令和５年１０月～令和6年３月分

①　保育園管理運営事業：補助対象施設（民間運営）：保育所7施設、認定こども園３施設
   総額：１８，８５０千円　県負担分（2/3）：１２，５６６千円　市負担分（1/3）：６，２８４千
円
   補助額：１８，８５０千円　-　前期残額：２，２５５千円　＝１６，５９５千円（補正額）
②　小規模保育事業：補助対象施設（民間運営）：２施設
　総額：３６０千円　県負担分（2/3）：２４０千円　市負担分（1/3）：１２０千円
　補助額：３６０千円　-　前期残額：５１千円　＝３０９千円（補正額）

令和5年度
事業費（経費）

財源内訳（単位：千円）

国庫支出金

6,40419,210 千円 12,806

第３四半期

その他 一般財源

1月 2月 3月

第4四半期

事業実施
スケジュール

6月 7月 8月

第１四半期 第２四半期

9月 10月 11月 12月
令和5年度

4月 5月

補正予算書及び説明書該当ページ 29ページ

事
業
者

市

補助申請・実績報告・給付

食材費購入

補助金支給

県へ実績報告・県より補助金給付
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契約締結

耐震診断

設計業務

～R6.8

№ 3

主 要 ・ 新 規 事 業 等

事 業 名 等
放課後児童健全育成事業
（児童クラブ改修工事実施設計業務委託）【新規】

担当グループ こども育成グループ

総合計画区分
基本
目標

Ⅱ みんなで学び・高め合い
　 高浜の未来を育もう

個別
目標

（５）多様な主体が
　　　子育ち・子育てを支えます

予算区分
会計 一般会計 款 03民生費 項 02児童福祉費 目 03家庭支援費

事 業 名 10　放課後児童健全育成事業

アクションプラン 　□該当する　     　■該当しない

事
　
業
　
概
　
要

事業の必要性・
実施の背景

　全世代楽習館の廃止により、児童クラブの活動の継続のための移転先が必要となる。
　そのため、今後の活動拠点として使用するために、令和６年８月以降に使用されなくなる高取
小学校敷地内にある給食棟の長寿命化及び耐震診断を含む改修設計を行う。

目　的
（何のために）

　高取小学校給食棟に対して児童クラブの活動に必要な改修工事を行っていくための改修工事実
施設計を行うため。

対　象
（誰・何を対象に）

　高取小学校給食棟

事業内容
（手段、手法など）

　児童クラブ改修工事実施設計業務（建物の長寿命化及び耐震診断を含む）を事業者に委託す
る。

目指す成果
（期待される効果）

　児童クラブ改修工事のための実施設計を行い、高取小学校給食棟の改修工事を行うことで、高
取地区の児童クラブの継続性を維持し、利用者児童及びその保護者の安心・安全を確保する。

目標設定
（なるべく定量的な

目標値を記入）

目標（何をどのようにする） 達成時期（いつまでに）

　高取小学校給食棟に対して児童クラブ活動のために必要な改修工事のた
めの実施設計を行う。

令和６年８月

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

7,984 千円 6,300 1,684

事業費
積算内容

児童クラブ改修工事実施設計業務委託
＜１月補正予算＞
7,984千円

令和5年度
事業費（経費）

財源内訳（単位：千円）

1月 2月
令和5年度

4月 5月 6月 7月 8月 3月

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第4四半期

事業実施
スケジュール

9月 10月 11月 12月

予算書及び予算説明書該当ページ 29ページ
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